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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡の先端に着脱自在に外嵌される筒状本体と、該筒状本体に接続され患部を洗浄す
る洗浄液を供給する洗浄液供給用チューブとを備える内視鏡用フードにおいて、
　前記筒状本体は、内視鏡の先端に外嵌される外嵌部と、該外嵌部の先端に設けられ内視
鏡の先端と患部との距離を一定に維持するための空間を形成する空間形成部とを有し、
　前記空間形成部の周壁に、内方から径方向外方に向かって、且つ後方に傾斜して貫通し
、該空間形成部内に溜まった液体を排出する複数の貫通孔が形成され、
　前記空間形成部の内周面は、先方に向かって次第に拡径するテーパ面であることを特徴
とする内視鏡用フード。
【請求項２】
　前記貫通孔の内側の開口部は、内視鏡が装着された際に内視鏡の先端が位置する箇所に
位置されていることを特徴とする請求項１記載の内視鏡用フード。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば内視鏡的粘膜下層剥離術（ＥＳＤ）において用いられる内視鏡の先端
に取り付けられ、洗浄液を噴出して患部を洗浄する洗浄液供給用チューブを備える内視鏡
用フードに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来、内視鏡の先端に外嵌される外嵌部と、内視鏡取付部の先端に設けられ周壁に貫通
孔が形成された空間形成部とを有する筒状本体と、空間形成部の貫通孔に挿入して固着さ
れ患部を洗浄する洗浄液を先端から噴出させる洗浄液供給用チューブとを備え、洗浄液供
給用チューブから噴出された洗浄液で患部を洗浄する内視鏡用フードが知られている（例
えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　この内視鏡用フードは、洗浄液供給用チューブから噴出された洗浄液や患部から流れ出
る血液等の液体が空間形成部内に溜まる虞がある。空間形成部内に液体が溜まると内視鏡
による視野の悪化につながるという問題がある。
【特許文献１】特許第３７９０８６６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、以上の点に鑑み、空間形成部内に液体が溜まり難くし、内視鏡の視野を良好
な状態に維持し易くすることができる内視鏡用フードを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するため、本発明は、内視鏡の先端に着脱自在に外嵌される筒状本体と
、該筒状本体に接続され患部を洗浄する洗浄液を供給する洗浄液供給用チューブとを備え
る内視鏡用フードにおいて、前記筒状本体は、内視鏡の先端に外嵌される外嵌部と、該外
嵌部の先端に設けられ内視鏡の先端と患部との距離を一定に維持するための空間を形成す
る空間形成部とを有し、前記空間形成部の周壁に、内方から径方向外方に向かって、且つ
後方に傾斜して貫通し、該空間形成部内に溜まった液体を排出する複数の貫通孔が形成さ
れ、前記空間形成部の内周面は、先方に向かって次第に拡径するテーパ面であることを特
徴とする。
【０００６】
　係る発明によれば、前記空間形成部の周壁に複数の貫通孔が形成されているため、空間
形成部内に入り込んだ血液や洗浄液等の液体が貫通孔から流れ出る。これにより空間形成
部内に液体が溜まることを抑制し、内視鏡の視野を良好な状態に維持し易くすることがで
きる。又、前記貫通孔は、前記空間形成部の周壁に、内方から径方向外方に向かって、且
つ後方に傾斜して貫通するように形成されているため、内視鏡の先端が上方に向いている
場合においても、貫通孔から空間形成部内の液体が排出され易くなる。
【０００７】
　又、本発明においては、空間形成部の内周面が先方に向かって次第に拡径するテーパ面
とされている。このように構成すれば、空間形成部内の液体が先方へ流れ落ち易くなる。
このため、空間形成部内に液体が溜まることを抑制し、内視鏡の視野を良好な状態に維持
し易くなる。
【０００８】
　又、本発明においては、前記貫通孔の内側の開口部は、内視鏡が挿着された際に内視鏡
の先端が位置する箇所に位置されていることが好ましい。空間形成部内の液体は内視鏡の
先端に溜まり易い。このため、上記の如く構成することにより、内視鏡の先端に溜まった
液体が前記貫通孔に流れ易くなり、効率よく空間形成部内の液体を排出させることができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明の内視鏡用フードの実施の形態を図１を参照して説明する。図１は本実施形態の
内視鏡用フードを示す説明的断面図である。
【００１０】
　本発明の実施形態の内視鏡用フード１は、内視鏡２の先端に着脱自在に外嵌される外嵌
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部３１と、内視鏡２の先端から患部までの距離を一定に保ち、内視鏡２のチャネル内に挿
入された鉗子等による治療や処置を行い易くするめの空間形成部３２とを有する筒状本体
３を備える。空間形成部３２の内径は外嵌部３１の内径よりも大きく形成されている。こ
れにより、外嵌部３１に固定される内視鏡２の視野が空間形成部３２により狭められるこ
となく、医療行為が行い易くなる。
【００１１】
　又、空間形成部３２の周壁には、内方から径方向外方に向かって、且つ後方に傾斜して
貫通する複数の貫通孔３２ａが周方向に等間隔で形成されている。図では貫通孔３２ａを
ストレート形状としたものを示しているが、他の形状でもよく、例えば、内方から径方向
外方に向かって次第に拡径するテーパ形状（ラッパ形状）としてもよい。又、空間形成部
３２の内周面は、先方に向かって次第に拡径するテーパ面３２ｂとされている。
【００１２】
　空間形成部３２には後方からテーパ面３２ｂに向かって軸方向に貫通する挿入孔４が設
けられている。挿入孔４には洗浄液を供給する洗浄液供給用チューブ５が挿入され固着さ
れている。シリンジ等により洗浄液供給用チューブ５から供給された洗浄液は、先方へ噴
出し患部を洗浄する。
【００１３】
　次いで、本実施形態の内視鏡用フード１の使用方法について説明する。
【００１４】
　まず、内視鏡用フード１の外嵌部３１を内視鏡２の先端に外嵌させる。洗浄液供給用チ
ューブ５は、内視鏡２の外周面にテープ等で固定する。そして、患者の口等の体孔から内
視鏡２を体内へ挿入する。内視鏡２の先端が患部に近づいたら、洗浄液供給用チューブ５
から洗浄液を供給し、患部に向けて洗浄液を噴出させる。
【００１５】
　そして、内視鏡用フード１の先端を患部を包み込むように患部の周辺に押し付け、内視
鏡２のチャネルに挿入された鉗子等により治療・処置を行う。空間形成部３２により内視
鏡２の先端と患部との距離が一定に維持されるため、医療従事者は患部の治療・処置を容
易に行うことができる。このとき、空間形成部３２内に血液や洗浄液等の液体が溜まるこ
とがあるが、空間形成部３２の周壁に形成された貫通孔３２ａから溜まった血液等を排出
することができ、内視鏡２の視野を良好に保つことができる。
【００１６】
　本実施形態の内視鏡用フード１によれば、空間形成部３２の周壁に貫通孔３２ａが形成
されているため、貫通孔３２ａから空間形成部３２内の液体が流れ出る。又、空間形成部
３２の内周面が先方に向かって次第に拡径するテーパ面３２ｂとなっているため、空間形
成部３２内の液体が先方へ流れ落ち易くなる。これにより空間形成部３２内に液体が溜ま
ることを抑制し、内視鏡２の視野を良好な状態に維持し易くすることができる。
【００１７】
　又、貫通孔３２ａが内視鏡２の後方に向かって傾斜しているため、図１（ｂ）に示すよ
うに、内視鏡２の先端が上方に向いている場合においても、貫通孔３２ａから空間形成部
３２内の液体が排出され易くなる。
【００１８】
　又、空間形成部３２内の液体は内視鏡２の先端に溜まり易いが、貫通孔３２ａの内側の
開口部は、内視鏡２が装着された際に内視鏡２の先端が位置する箇所に位置されているた
め、内視鏡２の先端に溜まった液体が貫通孔３２ａに流れ易くなり、効率よく空間形成部
３２内の液体を排出させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本実施形態の内視鏡用フードを示す説明的断面図。
【符号の説明】
【００２０】



(4) JP 4536699 B2 2010.9.1

１…内視鏡用フード、　２…内視鏡、　３…筒状本体、　３１…外嵌部、　３２…空間形
成部、　３２ａ…貫通孔、　３２ｂ…テーパ面、　４…挿入孔、　５…洗浄液供給用チュ
ーブ。

【図１】
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